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日
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）
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二
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出
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禁
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四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ゆ
め
タ
ウ
ン
別
府

　
　
　
　

別
府
市
楠
町
三
百
八
十
二
―
六　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

山　

西　

泰　

明

　
　
　
　
　

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　

 　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

兼　

光　

世　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
淀
川
区
西
中
島
一
丁
目
十
一
番
二
十
三
号
―
二
百
三

　
　
　
　
　
　
　

外
四
十
七
者

　
　
　

変
更
後　

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

兼　

光　

善　

明

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
北
区
豊
崎
五
丁
目
二
番
三
号

　
　
　
　
　
　
　

外
四
十
六
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
外

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　

 　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四

月
二
十
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一



令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
高
田
市
上
香
々
地
字
峠
四
九
五
七
番
四
九
、
四
九
五
七
番
五
一
、
四
九
五
七
番
五
八
、
四
九
五
七

　

番
六
〇
、
四
九
五
七
番
六
二
、
四
九
五
七
番
六
六
、
字
今
井
五
〇
五
二
番
三
七
、
字
水
ケ
迫
五
一
四
九
番

　

六
〇
、
五
一
四
九
番
六
一
、
五
一
四
九
番
七
七
、
五
一
四
九
番
八
八
、
五
一
四
九
番
八
九
、
五
一
四
九
番

　

九
一
、
五
一
四
九
番
九
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
豊
後
高
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ゆ
め
タ
ウ
ン
中
津

　
　
　
　

中
津
市
大
字
島
田
字
持
廣
百
三
十
四
―
十
七　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

山　

西　

泰　

明

　
　
　
　
　

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　

 　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

丸　

山　

雅　

史

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
十
三
号

　
　
　
　
　
　
　

外
四
十
二
者

　
　
　

変
更
後　

エ
ス
テ
ー
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

丸　

山　

雅　

史

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
十
三
号

　
　
　
　
　
　
　

外
四
十
一
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

平
成
三
十
年
十
月
一
日
外

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　

 　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四

月
二
十
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課



令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
二
串
字
中
野
一
四
〇
〇
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

 　

中
津
市
山
国
町
守
実
字
口
ノ
草
二
六
一
八
番
一
・
二
六
二
五
番
・
二
六
二
六
番
一
・
二
六
二
八
番
・
二

六
四
三
番
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
西
原
二
五
六
三
番
、
二
五
六
四

番
、
二
五
六
五
番
一
、
字
口
ノ
草
二
五
七
五
番
か
ら
二
五
七
七
番
ま
で
、
二
五
八
三
番
、
二
五
八
五
番

一
、
二
六
一
四
番
一
、
二
六
一
四
番
三
か
ら
二
六
一
四
番
五
ま
で
、
二
六
一
九
番
一
、
二
六
三
一
番
一
か

ら
二
六
三
一
番
三
ま
で
、
二
六
三
二
番
一
、
二
六
三
二
番
二
、
二
六
三
五
番
一
、
二
六
四
〇
番
一
、
二
六

四
〇
番
二
、
二
六
四
二
番
一
、
平
小
野
字
ト
ヲ
メ
キ
五
八
五
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
口
ノ
草
二
六
一
八
番
一
・
二
六
一
九
番
一
・
二
六
二
六
番
一
・
二
六
三
一
番
三
・
二
六
四
〇
番

　
　
　

二
・
二
六
四
二
番
一
・
二
六
四
三
番
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
落
合
字
出
口
ケ
原
一
一
一
二
番
一
か
ら
一
一
一
二
番
三
ま
で
、
耶
馬
溪
町
大
字
戸

　

原
字
大
久
保
山
二
六
二
二
番
一
か
ら
二
六
二
二
番
三
ま
で

二　

指
定
の
目
的

三



令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

四

大
分
県
報
（
告
示
・
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

　

九
番
ま
で
、
二
〇
九
一
番
か
ら
二
〇
九
六
番
ま
で
、
二
一
一
四
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

 　

字
木
ノ
丸
二
〇
五
九
番
三
・
二
〇
七
五
番
か
ら
二
〇
七
七
番
ま
で
・
二
〇
八
九
番
・
二
〇
九
四
番

（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
〇
五
九
番
二

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

 　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
豊
肥
振
興
局
並
び
に
豊
後
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
五
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
海
区
に

お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。

　

た
だ
し
、
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日大

分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

内　
　
　

田　
　
　
　
　
　
　

健　

　

（
定
義
）

一　

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
宝
石
さ
ん
ご
」
と
は
、
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の

　

生
体
及
び
死
骸
を
い
う
。

　

（
禁
止
区
域
）

二　

大
分
県
海
域

　

（
承
認
の
対
象
者
）

三　

承
認
の
対
象
と
な
る
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
に
係
る
試
験
研
究
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
山
町
東
大
山
字
上
ノ
山
二
六
四
二
番
一
、
字
谷
ノ
上
二
九
四
五
番
三
、
二
九
四
五
番
四
、
二

　

九
四
六
番
一
、
二
九
四
七
番
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
上
ノ
山
二
六
四
二
番
一
・
字
谷
ノ
上
二
九
四
五
番
三
・
二
九
四
五
番
四
・
二
九
四
六
番
一
・
二

　
　
　

九
四
七
番
三
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
松
尾
字
木
ノ
丸
二
〇
五
九
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
〇
五
九

　

番
三
、
二
〇
七
三
番
、
二
〇
七
五
番
か
ら
二
〇
七
八
番
ま
で
、
二
〇
八
五
番
、
二
〇
八
七
番
か
ら
二
〇
八



令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
）

　

（
承
認
証
の
交
付
）

四　

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申

　

請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
。

　

（
承
認
証
の
携
帯
義
務
）

五　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
に
は
、
四
の
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

　

（
承
認
の
制
限
、
条
件
の
変
更
又
は
採
捕
の
停
止
）

六　

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
制
限
し
、
条
件
を

　

変
更
し
、
又
は
採
捕
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
承
認
の
取
消
し
）

七　

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
指
示
の
内
容
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

　

で
き
る
。

　

（
譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止
）

八　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
譲
渡
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
意
図
し
な
い
混
獲
等
に
よ
る
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
の
禁
止
）

九　

承
認
を
受
け
な
い
で
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
採
捕
報
告
書
の
提
出
）

十　

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
採
捕
期
間
終
了
後
一
月
以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け

　

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
取
扱
要
領
）

十
一　

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

　

に
定
め
る
。

　

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十
二　

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

五


